
令和８年度 地域・農業活性化担い手支援事業 

Ｆ．契約栽培（加工・業務用野菜等）の生産促進奨励 

事 業 内 容 
募集期間 

（事前申請期間） 
令和８年４月１日 ～ 令和８年９月３０日（担い手サポートセンター必着） 

本申請期間 令和８年５月１日 ～ 令和９年１月２１日（担い手サポートセンター必着） 

取組要件 

① 契約栽培（加工・業務用野菜等）の栽培に１０ａ以上取組む場合の初年度であ

ること。（作付する品目は問わず） 

② 既に契約栽培（加工・業務用野菜等）に取組んでいる場合は当該年度に１０ａ

以上の規模拡大をしたこと。 

奨励金額 

契約栽培（加工・業務用野菜等）を行う圃場を対象として、その栽培面積１０ａ

あたり５万円です。（申請者１人につき５０万円を上限） 

※ 奨励総額には上限があります。そのため、多数の申請があった場合には奨励要件を満たし

ていても奨励が受けられないことがあります。 

奨励金の支給に 

あたっての条件等 

① 申請する方には農業リスク診断を受けていただきます。また、地域貢献活動看

板を圃場等に一定期間設置していただきます。 

② 全農埼玉県本部の実施する加工・業務用野菜の栽培取組みに関する施策の設

置対象者は、本助成を申請することはできません。 

申請手続き 

（申請時に必要な書類） 

【事前申請】 

□事前申請書（様式Ｆ３） 

□取組み内容（栽培品目／作付面積／出荷・販売先等） 

【本申請】 

□奨励金申請書（様式Ｆ４－１） 

□栽培実施報告書（計画書）＜別紙①＞または＜別紙②＞ 

□契約栽培（加工・業務用野菜等）の栽培圃場や収穫作業等の写真 

（地域貢献活動看板を圃場に設置している状態で撮影したものを含む） 

□契約栽培（加工・業務用野菜等）の出荷が確認できる書類（出荷伝票等の写し） 

□農業リスク診断を受けたリスクチェックシート 

 

助成金支給時期 

① ７月末まで提出   ： ９月末までに振込 

② ９月末まで提出   ：１１月末までに振込 

③１１月末まで提出  ： １月末までに振込 

④ １月 21日まで提出： ３月末までに振込 

 

詳しくは、お近くの JAまでお問い合わせください 

ＪＡ・ＪＡ埼玉県担い手サポートセンター・ＪＡ共済連 

「ＪＡグループさいたま県域応援企画」は、がんばる担い手農家を応援するための

ＪＡグループ独自の助成事業です。ぜひご活用ください！ 


